
○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料２－①
○ ： 実施予定　、 ● ： 実施済み、 － : 「予定無し」、■：該当なし・対象なし

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

優先的に実施する堤防整備（天端舗装含む） 築堤等 T H32年度 ●

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①住民の円滑かつ迅速な避難に資する環境整備、基盤整備等
・防災行政無線の増設・デジタル化等の改良
・防災ラジオの配布
・メール配信サービスの導入等

H・I
引き続き

実施
○（一
部●）

● ○ ●
○（一
部●）

● ● ●
○（一
部●）

○（一
部●）

● ● ● ● ○ ●
○（一
部●）

○ ● ○ ● ○ ○
活
用

②災害対応を継続するための重要施設・設備等の耐水化
・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水
化

R
H28年度から

順次実施
○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

③地域防災計画等に基づく水防資機材の配備および適切な管理 ・水防活動を支援するための新素材・新技術等を含めた水防資機材等の配備 P・Q
H28年度から

順次実施
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

○（一
部●）

● ● ● ●
○（一
部●）

● ● ● ● ○ ● ● ● ○

④水防団の円滑な水防活動を支援するための簡易水位計や量水標、
CCTVカメラ等の設置

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラの設置 N
引き続き

実施
○

⑤迅速な水防活動を支援するための資機材の整備 ・側帯の整備 P・Q
引き続き

実施
○

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

①住民の避難行動、迅速な水防活動を支援するためのリアルタイムの
情報提供

・洪水予報等の情報発信（洪水予報等）の実施
・水位計の情報やライブカメラの映像をリアルタイムで提供

H・I
引き続き

実施
○

活
用

②夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成及び避難誘導
体制の検討

・夜間や荒天時を想定した避難勧告の発令基準や避難誘導体制の設定 C・D
H28年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○（一
部●）

○ ○ ○ ●
○（一
部●）

－ ○
○（一
部●）

○ ○ ○ ○ ● ○
活
用

③避難勧告に着目したタイムラインの検証・改善、避難訓練の実施等
・チェックリストを活用したタイムラインの策定、検証・改善
・関係機関協働での実践的な避難訓練、検討の実施

C・D・E・
L・M

H28年度から
順次実施

○（一
部●）

○
○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○
○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

○ ○ ○ ○
○（一
部●）

○
○（一
部●）

○（一
部●）

○ ● ○
参
加

④想定最大規模の洪水を対象とした洪水浸水想定区域図、氾濫シミュ
レーションの公表

・洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの策定・公表 A
H29年度
（5月頃）

○
活
用

⑤想定最大規模の洪水を対象とした洪水ハザードマップの策定
・内水氾濫の恐れがある地域を対象に内水ハザードマップと合せた情報提供を含め対
応
・広域避難を考慮したハザードマップの検討

A
H29年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

活
用

⑥氾濫形態に応じた避難計画や、近隣自治体と連携した広域避難計画
の検討、策定

・江戸川の氾濫形態（貯留型、拡散型等）に応じ、垂直避難や対岸避難などの避難計画
の検討・策定
・想定最大規模洪水による浸水により、市町内避難所数が不足する場合や避難が市町
内避難所より他市町の方が適切と思われる場合等において、広域避難計画（案）の検
討・策定

E・F
H29年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

活
用

⑦要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場への対応等を考慮した避
難計画の検討、施設管理者による計画案の作成の支援

・必要とされる自治体を中心に検討し、要配慮者利用施設の避難計画に水害を位置づ
けていく。

E・G・I・
L

H28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ● ○ ●
○（一
部●）

● ○
参
加
・

活
用

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①水災害の事前準備に関する問合せ窓口の設置 ・問合せ窓口の周知 A・B
引き続き

実施
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ － ●

活
用

②水災害に関する説明会や避難訓練の開催
・住民向けの水防災に関する説明会や避難訓練の開催
・イベントでの展示やホームページ等でのイメージ動画等を活用

A・B・K
H28年度から

順次実施
○ ● ○

○（一
部●）

○（一
部●）

● ● ●
○（一
部●）

○
○（一
部●）

○（一
部●）

○（一
部●）

● ○ ○ ●
○（一
部●）

●
○（一
部●）

● ● ● ● － ● ● ○
活
用

③教員を対象とした講習会の実施
・都県・自治体による防災説明会の開催
・河川管理者による出前講座の講習等

A・B・K
H28年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ － ○ － ● ○ ● ● － ○ － ● ○

参
加

④小学生を対象とした防災教育の実施
・都県・自治体による防災説明会の開催
・河川管理者による出前講座の講習等

A・B・K
H28年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ － ○ ● ○ － ○ － ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ － ● ● ○

参
加

⑤日常時から水防災意識の向上を図り、迅速な避難を実現するための
「まるごとまちごとハザードマップ」の検討、案内板の整備等

・公共施設や電柱を中心に、看板の設置を検討していく A・E・G
H28年度から

順次実施
○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ － ● ● ● ● ● ○ ○

活
用

⑥気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
・警報等における危険度の色分け表示
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

B・J H29年度 ○
活
用

⑦要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場における避難訓練の促
進

・避難計画に基づく、避難訓練の支援を実施
E・G・I・

L
H28年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

参
加
・

活
用

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練等の実施
・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

N
引き続き

実施
○（一
部●）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
参
加

②水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点
検等の実施

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検 N・O
引き続き

実施
● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● － ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ●

参
加

③水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関が連携した水防訓練等
の実施

・合同水防訓練や水防管理団体が行う訓練への参加 O
引き続き

実施
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

参
加

④水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進 ・広報紙やホームページ等で広く募集していく O
引き続き

実施
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ○ －

活
用

２）ソフト対策の主な取組　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組
■排水活動及び施設運用の強化に関する取組

①氾濫水を迅速に排水するための検討、計画（案）の作成
排水施設の情報共有および排水手法等の検討、排水ポンプ車・ポンプ施設の配置計画
検討

S
H28年度から

順次実施
○ ○ ○ ● ●

○（一
部●）

○ ○ ○
○（一
部●）

○ －
○（一
部●）

－ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ － ○ ● ○ ○ ○

②排水計画（案）に基づく排水訓練の実施 排水ポンプ車等による訓練等 S
H28年度から

順次実施
○ － ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● － ○ 〇 ○ － ○

主な内容

さ
い
た
ま
市

課題 目標時期

実施する機関

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

千
葉
県

関
東
地
整

地
域
住
民

東
京
都

気
象
庁

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

草
加
市

埼
玉
県

野
田
市

松
伏
町

春
日
部
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

茨
城
県

松
戸
市

流
山
市



○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（１）ハード対策の主な取組

（１）－１洪水を河川内で安全に流す対策

優先的に実施する堤防整備
（天端舗装含む）

T H32年度

・堤防整備（天端舗
装含む）

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（１）ハード対策の主な取組

（１）－２避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①防災行政無線の増設・デジタル化等の
改良、防災ラジオの配布、メール配信
サービスの導入等必要性の高い取組を各
自治体で適宜選択して実施

H・Ｉ
引き続き
実施

・防災ラジオを避難
行動要支援者、関係
支援協力者等に配布
・防災行政無線のデ
ジタル化と併せて情
報伝達手段の多重化
の検討を行う。
【H28～】

・Ｈ２８～Ｈ３１年
度で防災行政無線の
デジタル化更新整備
を実施している。
・情報通信手段につ
いては、登録制メー
ルの他、各種ＳＮ
Ｓ、テレ玉データ放
送を実施している。

デジタル化に向け協
議中。

・デジタル行政無線
を完備している。
・防災防犯情報の
メール配信サービス
を行っている。

・デジタル防災行政
無線の整備中
（H28）
・情報配信手段につ
いては、市ホーム
ページ、登録制メー
ル、ツイッター、埼
玉テレビデータ放送
を整備済み。

H25からデジタル
化工事を行ってい
る。（H２８完了）

防災行政無線（同報
系・移動系）のデジ
タル化を実施中
防災情報を送信でき
るメール配信サービ
スを提供している

・固定系（同報系）
はデジタル行政無線
を完備している。
・移動系無線につい
て、デジタル化を検
討している。
【H29～H32で検
討】

防災行政無線につい
ては、H34年12月
で現行のアナログ機
器が使用できなくな
ることから、H33
年度までにデジタル
化の再整備実施に向
けて検討中。
情報配信手段とにつ
いては、登録制メー
ル、ツイッター、Ｌ
ＩＮＥ、Ｌアラート
を整備済み。

・H31年度まで固
定系防災行政無線の
デジタル化整備を実
施中。
・Ｌアラート、市
メール配信システ
ム、緊急速報メール
を整備済み。

・防災無線をアナロ
グからデジタルに改
良済み

防災行政無線を市内
572か所に整備し
ている。
防災行政無線で放送
した内容を、市ホー
ムページおよびテレ
ビ埼玉のデータ放送
に掲載している。

・デジタル防災行政
無線を完備してい
る。
・各公共施設や福祉
施設に戸別受信機を
設置している。
・希望のある聴覚障
がい者を対象に戸別
文字表示機能付きの
戸別受信機を無料に
て貸し出している。

・防災行政無線をデ
ジタル化し、新たに
子局を90基増設し
た。
・防災行政無線の個
別受信機を市内公共
施設に約150台配
置している。
・市民向けの登録制
メール「安全安心
メール」を使用して
防災・災害情報を配
信するようになって
いる。

・防災行政無線のデ
ジタル化をH３２年
度以降に予定

・防災行政無線を整
備している(デジタ
ル化済み)
・防災情報のメール
配信体制を構築して
いる。

・デジタル行政無線
を完備している。
・無線の屋外スピー
カーを増設。
・防災ラジオの検討
を行う。【H28
～】

防災ラジオの有償配
布、フリーダイアル
の設定

・防災行政無線のア
ナログ方式からデジ
タル方式への整備を
実施中である。
【H27～31年度】
・登録制の防災情報
メール配信を実施し
ている。
・防災行政無線の屋
外拡声子局を増設予
定。【H28年度
～】
・防災行政無線がよ
り広範囲に聞こえる
高性能スピーカーを
設置予定。【H28
～】

・防災行政無線のデ
ジタル化を進めてい
る。【H27～31】

防災行政無線をデジ
タル化した
希望する聴覚・視覚
障害者に電話・ＦＡ
Ｘで避難情報を発信
する

防災行政無線のデジ
タル化を、H２８年
度実施設計、29か
ら31年度でデジタ
ル化の工事を予定。

安心リバースペース
事業
（河川利用者への警
報装置等の設置）
【Ｈ28～】

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

野
田
市

関
東
地
整

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

浦
安
市

船
橋
市

江
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

②浸水時においても災害対応を継続する
ため、庁舎等重要施設が洪水浸水想定区
域内にある場合、施設整備や自家発電装
置等の耐水化等について浸水深等、必要
性、重要性に応じて柔軟に対応又は対応
の働きかけ

R
H28年度
から

順次実施

庁舎の建て替えに合
わせて、浸水対策と
しての設備の検討を
行う。【H32】

・災害対策本部は市
役所3階に設置され
るので浸水はないと
考える。
・自家発電装置等も
かさ上げして設置し
ており、浸水被害が
ないものと考える。

・災害対策本部は、
庁舎２階に設置され
ているので、浸水想
定区域に入っていな
い。自家発電も同様
に浸水想定区域には
いっていない。

・災害対策本部は市
役所２階に設置され
るので浸水はないも
のと思われる。

・吉川市役所本庁
舎、第2庁舎の移転
に併せて、自家発電
装置の耐水化を実施
・可搬型の発電機の
調達について民間事
業者と協定締結

可搬型の発電機の調
達について民間事業
者と協定締結してい
る。

各ポンプ場・排水機
場には耐水性を備え
た自家発電装置等を
設置している。
また、可搬型の発電
機を用意してある。
（リース）

庁舎は浸水想定区域
にあるが、本部を３
階に設置することに
より災害対応を継続

災害対策本部を設置
する庁舎は浸水想定
域に入っていない

大規模な浸水が発生
すると庁舎は水没す
る恐れがあるが、災
害対策本部代替施設
の八潮消防署は耐水
化している。

庁舎等の自家発電設
備等の耐水化等につ
いて検討していく。
【H28～】

・災害対策本部を設
置する消防庁舎は浸
水想定域に入ってい
ない

・浸水想定区域より
離れており浸水の想
定はしていないが、
今後必要性、重要性
が生じた場合には柔
軟に対応する。

市立病院と松戸市役
所ともに浸水エリア
にはなっていないた
め、可能性は低いと
考えられる。

必要性、重要性に応
じて柔軟に対応す
る。【H32】

市の重要施設は，浸
水想定区域に入って
いない。

・災害対策本部は、
庁舎3階に設置され
るので、浸水はない
ものと想定してい
る。

平成28年度電気設
備及びサーバー室
を、上層階に設置し
た新庁舎を建設し
た。

災害対策本部を市役
所９階に設置するこ
ととしている。ま
た、市役所は止水板
を設置することによ
り浸水に対する備え
をしている。

本庁舎については浸
水深以上の２階に非
常用電源を確保。小
中学校改築の際は体
育館や防災倉庫を２
階に整備する等の対
応を検討している。

プロパンガスを活用
した自家発電の導入
について、検討をし
ている。また、庁舎
の建て替えに合わせ
て、浸水対策として
の設備の検討を行
う。【H28】

本庁舎の耐水化につ
いて検討中
【H32】

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

③水防活動を支援するための新技術も含
めた水防資機材等の導入の検討を含めて
柔軟に対応

P・Q
H28年度
から

順次実施

当町他３市１町で構
成している水防事務
組合の水防計画に基
づき、資機材の配置
計画を立てている。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28】

久喜市を含む５市町
で組織される水防事
務組合（利根川栗橋
流域水防事務組合）
で水防資機材を保有
している。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H32】

・町内３箇所の水防
倉庫に水防資機材を
配備している。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H29】

・水防計画によって
各水防倉庫に資機材
が配備されている。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。

・必要資材は防災備
蓄倉庫等に備蓄
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28
～】

水防団が利用しやす
いよう、資機材の充
実を図る。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H29
～】

・土のう、トラロー
プ、シート、スコッ
プ等を水防倉庫に保
管している。
・年に一度点検して
いる。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28
～】

・水防団が利用しや
すいように資機材の
配置計画を立ててい
る。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行っている。

水防資機材等につい
ては、２箇所に配備
している。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。

土のう、ブルーシー
トを保管している。
定期的に土のうを作
成し、計画的に保管
する。

・必要資材は防災備
蓄倉庫等に備蓄
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28
～】

H28年度に新規で
水防倉庫を1箇所設
置するとともに適切
な管理を行う。

・土のうや縄などの
水防資機材は市内６
か所に配備してい
る。
・適宜、水防資機材
の更新及び適切な管
理を行う。【H28
～】

・水防団が利用しや
すいように資機材の
配置を水防計画に則
り配備している。

土のう置き場：排水
機場、下花輪資材置
き場、各消防署等
水防資機材：西平井
水防倉庫
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28
～】

安全帯，ライフジャ
ケット等安全装備資
機材を配置してい
る。
適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【H28】

・資機材の充実を図
るとともに適切な管
理を行う。【H28
～】

・土のう、スコッ
プ、ペンチ、鋸、掛
矢、鎌を配備
・適宜、水防資機材
の更新及び適切な管
理を行う。【H29
年度～】

・水防で使用するため
の資機材を３か所の水
防倉庫に配備してい
る。
・水防倉庫１カ所には
約2000袋の土のうを
保管している。また、
各消防署でも市民用に
土のうを配布してい
る。
・拠点防災倉庫に小型
の排水ポンプを配備し
ている。また、各消防
署でも市民用に排水ポ
ンプを配布している。

・２ｔポンプ車１台
を保有している。
水防資機材は区内の
資材倉庫に分散して
配備、管理してい
る。

消防団に６艇ゴム
ボートを貸与してい
る
・適宜、水防資機材
の更新及び適切な管
理を行う。
【H28】

東京都水防計画の資
材標準備蓄品目を参
考を資機材を保管し
ている。
・適宜、水防資機材
の更新及び適切な管
理を行う。
【H32】

・水防資機材の充実
を図る。【28年度
～】
今後，水防資機材の
補充・追加等の際に
は，新技術を活用し
た水防資機材による
配備充実を検討す
る。【28年度～】

適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【毎年継
続】

適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【毎年継
続】

適宜、水防資機材の
更新及び適切な管理
を行う。【継続】

・資機材等の配備
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

④水防団の円滑な水防活動を支援するた
めの簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
等の設置

Ｎ
引き続き
実施

・簡易水位計、カメ
ラ等の設置

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑤迅速な水防活動を支援するための資機
材の整備

・水防用土砂等の資
機材の配備
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）ソフト対策の主な取組
　（２）－１逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）－１－１情報伝達、避難計画等に関する事項

①住民の避難行動、迅速な水防活動を支
援するための洪水予報等のリアルタイム
の情報提供

Ｈ・Ｉ
引き続き
実施

・洪水予報等の情報
発信を行っていく。
・水位計やライブカ
メラの情報をリアル
タイムで提供する。

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

②夜間、荒天時における避難勧告等の発
令基準の作成及び避難誘導体制の検討

Ｃ・Ｄ
H28年度
から

順次実施

・避難判断マニュア
ルの見直しに合わせ
て、夜間、荒天時に
おける避難勧告等の
発令基準、避難誘導
体制ついて検討して
いく
【H29～】

・避難判断マニュア
ルの作成を検討して
いく【H32】

避難判断マニュアル
の作成を検討中。

・避難勧告等判断・
伝達マニュアルの作
成について検討して
いく【H29】

・現在の避難勧告等
の発令基準を元に、
夜間における基準・
体制を検討する。
【H28～】

・避難判断マニュア
ルの作成を検討中

避難準備、避難勧告
及び避難指示の判
断・伝達マニュアル
を作成済み
【H28】。
今後、マニュアルの
検証を行っていく。
【H28～】

避難準備情報、避難
勧告等の発令基準は
避難の準備や移動に
要する時間を設定す
ることになってい
る。夜間、荒天時の
発令について検討す
る【H29～】

・避難勧告等判断・
伝達マニュアルの作
成について検討して
いく【H30】

避難誘導体制の検討
を行う。【H29
～】

・避難判断基準等の
見直しを検討してい
く。【H28～】

避難準備、避難勧告
及び避難指示の判
断・伝達マニュアル
を作成済み【Ｈ
27】

・現在、水害に対す
る避難の判断基準に
ついては、地域防災
計画で定めている。
・多くの情報に対応
するにあたり、適切
な判断や防災行動の
改善についての必要
性を検討する。
【H２８】

予定なし

・夜間や荒天時等に
おける避難勧告等の
発令基準について
は、必要性について
検討し、柔軟に対応
する。【H29～】

避難勧告の発令基準
は策定済み。
避難誘導体制につい
て検討していく。
【H29～】

・避難判断・伝達マ
ニュアルの見直しを
検討中。【H28
～】

平成27年度修正の
地域防災計画に基づ
き、今後、マニュア
ル等の作成について
検討する。【H29
年度～】

・現在の避難勧告等
の発令基準を元に、
夜間における基準・
体制を検討する。
【H28～】

・広域避難の促進を
目的とした、自主広
域避難の呼掛け、広
域避難勧告といった
早期段階における避
難情報の発表を検討
中。

・夜間、荒天時にお
いては既に定めてい
る基準よりも早い段
階で避難情報を発令
することとする
【H28】

・関係機関と連携の
上、避難誘導体制を
検討していく
【H32】

作成に必要な情報の
提供および策定を支
援
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

③避難勧告に着目したタイムラインの作
成、検証・改善、避難訓練の実施等

C・D・
E・L・M

H28年度
から

順次実施

・タイムラインの試
作版を検証・見直し
をして、運用版を作
成する。【H29】
・作成後、タイムラ
インを活用した訓練
に向けて検討してい
く。【H30】

・今後荒川・江戸川
に係るタイムライン
も作成する。
・作成後、タイムラ
インを活用した訓練
について検討してい
く。【H32】

・タイムラインは作
成済みである。
・今後、タイムライ
ンを活用した訓練に
向けて検討を行う。
【H29】

・タイムラインは作
成済みである。
【H28】
・毎年、内容の検
証・改善を行ってい
く。【H29～】

・タイムラインは作
成済みである。
【H28】
・今後、内容の検
証・改善を行ってい
く。【H29～】

・タイムラインは作
成済みである。
・今後、タイムライ
ンを活用した訓練に
向けて検討を行う。
【H29～】

・タイムラインの試
作版を検証・見直し
をして、運用版を作
成する。【H28年
度】
・今後、タイムライ
ンの運用版の検証を
行っていく。
【H29～】

・タイムラインは作
成済みである。
・今後、タイムライ
ンを活用した訓練に
向けて検討を行う。
【H29～】

・中川、綾瀬川のタ
イムラインは作成済
みである。
・今後、タイムライ
ンを活用した訓練に
向けて検討を行う。
【H30】

　中川、綾瀬川のタ
イムラインは作成済
みである。江戸川の
タイムラインを作成
予定。
・作成後、タイムラ
インを市民に周知し
ていく【H29～】

・タイムラインは作
成済みであり、今
後、検証していく。
【H28～】

　江戸川のタイムラ
インを作成予定。た
だし、避難勧告に至
るものではない。
【H28】

・タイムラインは作
成済みである。
・今後、実用化にむ
けて検討していく。
【H28～】

・タイムラインは作
成済みである。

・タイムラインは作
成中である。
・作成後、タイムラ
インを活用した訓練
に向けて検討を行
う。【Ｈ29～】

タイムラインは作成
済みである。
今後，タイムライン
の検証を検討してい
く。【H30～】

・タイムラインは作
成済みである
【H28年度】
・タイムラインの検
証・見直しを行って
いく。
・今後、タイムライ
ンに基づいた訓練に
ついて検討してい
く。【H29～】

地域防災計画に基づ
き、タイムラインに
ついて作成を検討す
る。【H29～】

・今年度中に作成予
定
・作成後、タイムラ
インを活用した訓練
実施の検討をしてい
く。【H28～】

・北区、板橋区、足
立区をモデルエリア
とした試行版及び
チェックリストを参
考に、国と連携して
江戸川区版のタイム
ラインを策定する予
定。【H28～】
・大規模氾濫を想定
した訓練は実施して
いないため、本部訓
練の実施から検討す
る。【H29～】

荒川下流タイムライ
ンの葛飾区版につい
て整理した後、江戸
川についてのタイム
ラインについても検
討する。【H29】

・タイムラインは作
成済みである。
・今後、訓練につい
て検討していく。
【H32】

図上型訓練のモデル
構築事業【H28年
度中】

・避難勧告の発令等
に着目した大規模風
水害（台風上陸）に
関するタイムライン
を作成し、市町村に
周知している。

・県内１河川でタイ
ムラインを策定
【H27】
・今後、タイムライ
ンの検証を検討して
いく。【H28～】

区の取組を支援して
いく。

・気象情報に対する
防災行動との関連整
理について、流域区
市町のタイムライン
作成に適宜協力す
る。
・水防管理者が実施
する訓練に必要に応
じて協力する。

作成に必要な水位情
報等の提供と、自治
体訓練への参加

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

④想定最大規模の洪水を対象とした洪水
浸水想定区域図、氾濫シミュレーション
の公表

Ａ
H29年度
（5月頃）

　

H29年度出水期前
に公表

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

関
東
地
整

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

東
京
都

気
象
庁

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

関
東
地
整
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑤想定最大規模の洪水を対象とした洪水
ハザードマップの策定

Ａ
H29年度
から

順次実施

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29～】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H32】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H32】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H32】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H32】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する.【H29～】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29～】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H30】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29～
31】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H28～】

浸水想定の変更に伴
い、洪水ハザード
マップを策定する予
定。【Ｈ32】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29～】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。

　

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29～】

国から示される洪水
浸水想定を基に，内
水，洪水ハザード
マップの策定に向け
検討する。
【H30～】

・国より、浸水想定
区域図が示された
ら、想定最大規模の
洪水を対象とした洪
水ハザードマップの
策定の取組に向けて
検討する。

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29年度
～】

現在の想定規模にお
ける洪水ハザード
マップを策定してい
るが、国において想
定最大規模の洪水の
被害想定が発表され
た後、洪水ハザード
マップの見直しを検
討する。

・各浸水想定区域の
見直し後、各河川、
事象ごとに分けたハ
ザードマップの作成
を検討する。

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H29】

想定最大規模の洪水
を対象とした洪水ハ
ザードマップの策定
の取組に向けて検討
する。【H32】

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑥氾濫形態に応じた避難計画や、近隣自
治体と連携した広域避難計画の検討、策
定

E・F
H29年度
から

順次実施

導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H30～】

新たな浸水想定区域
図に基づき、広域避
難も含めた避難計画
について検討する。
【H32】

近隣市町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H29】

市民全員を広域避難
させることが現実的
に可能かどうか検証
する。【H32】

導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H29～】

導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H29～】

導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。【H２
９～】

広域避難計画の検証
をし、必要に応じて
近隣自治体と連携を
図る【H29～】

導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H30】

広域避難について検
討する。【H29
～】

広域避難計画の策定
について検討してい
く。【H29～】

予定なし ・近隣自治体と連携
した広域避難計画の
策定の必要性につい
て検討する。
【H28】

・江戸川氾濫時の避
難誘導体制について
は、常磐線以西の地
域については、氾濫
シミュレーションに
より浸水する可能性
が高いため、11万
人を避難させる必要
があり常磐線以東の
高台に避難するよう
になるが、近隣他市
やバス会社などと協
定をして災害時に高
台への巡廻等を依頼
する必要があると考
えている。

東葛中部地区連合水
防団として検討して
いく。【H32～】

導入の必要性を検討
する。【H29】

予定なし 予定なし 導入の必要性を検証
し、必要に応じて近
隣市区町と連携した
広域避難計画につい
て検討する。
【H29～】

江東５区広域避難推
進協議会において検
討予定。【H28
～】

新たな浸水想定区域
図に基づき、広域避
難も含めた避難計画
を策定予定
【H29】

予定なし 自治体の広域避難計
画の策定を支援す
る。

自治体の広域避難計
画の策定を支援す
る。

自治体の広域避難計
画の策定を支援す
る。

自治体の広域避難計
画の策定を支援す
る。

気象情報等の観点で
作成に必要な情報の
提供及び策定を支援
する。

作成に必要な情報の
提供および策定を支
援

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

松
伏
町

春
日
部
市

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

東
京
都

気
象
庁

流
山
市

関
東
地
整

関
東
地
整
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑦要配慮者利用施設や地下施設、大規模
工場への対応等を考慮した避難計画の検
討、施設管理者による計画案の作成の支
援

E・G・
I・L

H28年度
から

順次実施

・福祉担当課と調整
し，要配慮者利用施
設における訓練の実
施支援を検討する。
【H31～】

・要配慮者利用施設
における避難計画
や、避難訓練の実施
を検討していく。
【H32】

福祉担当課と調整し
要配慮者利用施設に
おける訓練の実施支
援を検討する。
【H29】

福祉担当課と調整
し、要配慮者利用施
設における避難訓練
の支援を検討してい
く。【H32】

・福祉担当課と調整
し，要配慮者利用施
設における訓練の実
施支援を検討してい
く。【H28～】

・福祉担当課と調整
し、訓練の実施支援
を検討していく。
【H29～】

要配慮者支援担当課
と調整していく【H
２９～】

要配慮者利用施設へ
の対応等を考慮した
避難計画の導入の必
要性を検証し、必要
に応じ避難計画を検
討する。【H29
～】

関係課と調整し、要
配慮者利用施設を対
象とした避難訓練等
の支援を検討してい
く。【H30】

・要配慮者施設関係
課と調整し，要配慮
者利用施設における
避難計画や、避難訓
練の実施支援を検討
していく。【H29
～】

関係課と調整し、要
配慮者利用施設を対
象とした避難訓練等
を検討していく。
【H30～】

・福祉部局と調整し
ていく。【Ｈ29】

・各種施設毎に、水
害を対象とした避難
計画作成の検討もし
くは支援の検討をす
るとともに、関係部
署と協議を進める。
・また施設によって
は、避難計画導入の
必要性を検証した上
で、避難計画を検討
する。
・なお、保育施設に
ついては、避難計画
等を記載している危
機管理マニュアルに
ついて、水害等を含
めて内容の検討をし
ていく。【H28
～】

予定なし

・福祉担当課と調整
し，要配慮者利用施
設における訓練の実
施支援を検討してい
く。【H28～】

・地域防災計画に位
置づけしている要配
慮者施設や地下施設
について、避難計画
策定の支援を行っ
た。

福祉担当課と調整
し、要配慮者利用施
設における、連絡体
制、避難計画等につ
いて検討
【H29～】

H２５年度に対象施
設に対して避難計画
策定に関する説明を
実施した。その後、
随時必要に応じて計
画作成の支援を実施
している。

地下施設には浸水に
対する注意喚起等の
情報連絡を実施して
いる。

H２６年度に対象施
設に対して避難計画
策定に関する説明会
を実施した。また、
避難計画策定のため
の手引きを作成し、
HPに掲載してい
る。

・地域防災計画に、
洪水のみを対象とし
た要配慮者利用施設
は規定されていない
が、既存の要配慮者
利用施設を今後地域
防災計画へ記載する
ことを検討する。
【H32】

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①水災害の事前準備に関する問合せ窓口
の設置

A・B
引き続き
実施

・生活安全課が窓口
となっている。

・消防防災課もしく
は各総合支所市民課
の防災担当職員が窓
口となっている。

・杉戸町住民参加推
進課消防・防災担当
が窓口となってい
る。

・市民生活部防災安
全課が窓口となって
いる。

・市民生活部市民安
全課が窓口となって
いる。

・総務課庶務防災担
当が窓口となってい
る。

・防災対策課で対応
している。

・環境安全部危機管
理防災課が窓口と
なっている。

・治水課、危機管理
課が窓口となってい
る。

・危機管理防災課が
対応する。

・市長室危機管理課
が窓口となってい
る。

・総務局危機管理部
防災課が窓口となっ
ている。

・防災安全課、土木
部管理課が窓口と
なっている。

・危機管理課が窓口
となっている。

・河川課、防災危機
管理課の窓口にて対
応する。

・窓口は、総務部防
災安全課としてい
る。

・問合せ窓口は、危
機管理室危機管理
課、地域防災課とし
ている。

・問合せ窓口は、総
務部防災課としてい
る。

・防災担当部局にて
対応している。

・問合せ窓口は、危
機管理室防災危機管
理課としている。

・防災課で対応する ・問合せ窓口は、都
市建設部企画調整課
としている。

・問い合わせ窓口を
設置する。【H28
～】

・河川砂防課防災担
当が窓口となってい
る。

・今後、問合せ窓口
の設置について検討
する。【H28～】

予定なし 問い合わせ窓口を設
置している。
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

②水災害に関する説明会や避難訓練の開
催

A・B・K
H28年度
から

順次実施

・今後、ホームペー
ジ掲載など防災知識
啓発活動等の強化に
ついて検討する。
【H29～】

・住民からの依頼に
応じて防災講座やハ
ザードマップの説明
会等を開催してい
る。

・今後も防災訓練や
講話を通じて防災意
識の普及啓発に努め
る。【H29】

・ハザードマップに
基き、洪水時の避難
等について消防団や
区長会で説明してい
る。
・今後は防災講話等
で水災害についても
啓発していく。
【H28～】

・洪水時の避難方法
等について、自治会
や自主防災会に出前
講座を実施してい
る。
・今後は広報、ホー
ムページ、ブログな
ど防災知識啓発活動
等を定期的に行う。
【H28～】

・住民からの依頼に
応じて、出前講座を
実施している。

・自主防災訓練等
で、市民向け啓発冊
子等の配布を平成２
７年度から行ってい
る。今後、内容の充
実を図っていく。
【H２８～】

住民からの依頼に応
じ防災講座やﾊｻﾞｰ
ﾄﾞﾏｯﾌﾟの説明会を
行っている。今後も
実施していく。

・出張講座や防災訓
練時に実施してい
る。
・今後も防災訓練や
出張講座を通じて防
災意識の普及啓発に
努める。

・水防災に関し、
ホームページ掲載な
ど防災知識啓発活動
等の強化について検
討する。【H29】

・地域住民を対象
に、防災講演会等で
水災害について説明
している。
・今後市民向け啓発
冊子等配布について
検討していく。
【H28～】

・西区において、避
難場所運営委員会を
対象に防災研究会を
開催（荒上講義他）
・市報等を通じ、防
災知識の普及啓発を
行っていく。
【H28】

・自主防災組織等の
団体から防災に関す
る講話の依頼があっ
た場合は、状況に応
じて水防に関する説
明会を実施してい
る。
・市民へ公表する防
災情報の表現の改善
について必要性を検
討する。【H２８】

・市民啓発である
パートナー講座や各
学校単位でおこなっ
ている防災会議等で
地震災害の啓発と併
せて水防災について
の啓発もおこなって
いる状況

・水防災に関する説
明会の開催や問合せ
窓口の周知等、防災
知識啓発活動等の強
化について検討す
る。【H29～】

・水災に限定した説
明会や訓練ではない
が，各町会や自治会
等の求めに応じ，防
災講習会や訓練を実
施している。
【H28～】

・洪水時の避難方法
等については、自治
会等に説明会を不定
期に実施している。
（自治会より依頼が
あったら対応）

・浦安市防災訓練の
中で水災害を想定し
た土のう作り訓練の
みを実施している。
【H26年度～】
今後、さらに水害を
想定しての訓練のあ
り方等について今
後、検討する。
【H29年度～】

・各町会や自治会等
の求めに応じ、講話
等を実施している。
・洪水ハザードマッ
プ及び防災ハンド
ブックの作成、配
布、ホームページ掲
載を実施している。

・水害時（外水氾
濫、内水氾濫）の避
難方法等について、
自治会や各団体向け
に防災講演会を実施
している。
・住民説明会や訓練
など、多面的に取り
組む。

・広報誌への掲載や
出前講座を実施して
いる。

・講演会等を通して
江戸川等の水害（昭
和22年のカスリー
ン台風）の説明を
行っている。

・自主防災組織の役
員等に向けた研修会
を実施している。
・必要に応じて出前
講座を実施【H28
年度～】

・出前講座を実施し
ている。

予定なし ・風水害の体験型訓
練を拡充していく。
・広報と連携した、
啓発支援に取り組ん
でいく。【継続】

河川事務所及び流域
自治体の取組に協力
する。

自治体等の要請によ
り、出前講座等を積
極的に行っていく

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）－１－２平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

③教員を対象とした講習会の実施 A・B・K
H28年度
から

順次実施

H２８年度に完成予
定の五霞町水防セン
ター（仮称）へ水害
写真、防災意識を高
めるための紹介など
を掲示する予定。
【H29～】

要望に応じて、出前
講座を実施する。

今後、小学生を対象
とした水防災教育を
検討していく。
【H29】

小学校区単位で実施
する防災訓練の中
で、教員を含めた避
難所開設訓練を実施
する【H２８～】

・教職員を対象とし
た災害図上訓練を実
施検討【H28～】

今後、実施の検討を
行う。【H２９～】

・避難所となってい
る小・中学校の校
長・教頭先生を対象
として、避難所開設
訓練を実施予定。
【H２８～】

今後、実施を検討し
ていく【H29～
H32で検討】

学校からの要請に応
じて、教職員や地域
住民を対象に避難所
開設訓練等を実施し
ている。

水災害教育の実施に
ついて、教育委員会
と協議していく。
[H28～]

教員を対象とした、
防災講演会等で水災
害について説明

避難所となっている
公立学校の施設管理
者【校長又は教頭）
を対象とした指定緊
急避難場所、指定避
難所について説明会
を開催。

県主催の協議会や研
究会等で、防災教育
の一つとして水防災
についても受講

県主催の協議会や研
究会等で、防災教育
の一つとして水防災
についても受講

今後、教員向けの防
災説明会等を検討し
ていく【H30～】

教員に関しては，県
主導のもと検討して
いく
【H28～】

予定なし 今後、教育委員会等
と調整し、教員向け
の水害対策教育の見
直しについて検討し
ていく。【H29年
度～】

予定なし ・区内小中学校の校
長、教員等を対象に
した防災に係る勉強
会や、小学校の総合
学習の中で防災教育
を継続していく。

要望に応じて、出前
講座を実施する。

講演会等を通して江
戸川等の水害（昭和
22年のカスリーン
台風）の説明を行っ
ている。

・必要に応じて出前
講座を実施
・市町村の要請によ
り出前講座等を積極
的に行っていく。

予定なし 防災授業実践研修会
（管理職対象の部）
において、銚子地方
気象台の防災管理官
を講師として招き、
水災害を含む様々な
災害のメカニズムや
対処法の講話を行
い、各学校における
防災教育の推進を図
る。【H２８】

予定なし 河川事務所及び流域
自治体の取組に協力
する。

自治体等の要請によ
り、出前講座等を積
極的に行っていく
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

④小学生を対象とした防災教育の実施 A・B・K
H28年度
から

順次実施

H２８年度に完成予
定の五霞町水防セン
ター（仮称）へ水害
写真、防災意識を高
めるための紹介など
を掲示する予定。
【H29～】

要望に応じて、出前
講座を実施する。

今後、小学生を対象
とした水防災教育を
検討していく。
【H29】

小学校区単位で実施
する防災訓練の中
で、教員を含めた避
難所開設訓練を実施
する【H28～】

予定なし 今後、実施の検討を
行う。【H29～】

水害の恐ろしさや水
害を防ぐ手立てとし
て首都圏外郭放水路
の役割等について第
４学年で指導してい
る。

今後、実施を検討し
ていく【H29～
H32で検討】

予定なし 水災害教育の実施に
ついて、教育委員会
と協議していく。
【H28～】

予定なし ・水災害単独の授業
は行っていないが、
理科の天候に関する
授業で、台風による
災害に対する備えや
情報活用を取り上げ
ている。

小学生向けには、国
や県から配布される
防災に関する資料を
活用して、洪水等に
ついて指導

・市民啓発である
パートナー講座や各
学校単位でおこなっ
ている防災会議等で
地震災害の啓発と併
せて水防災について
の啓発もおこなって
いる状況
・小学生向けには、
国や県から配布され
る防災に関する資料
を活用して、洪水等
について指導

今後、小学生向けの
防災説明会等を検討
していく【H30
～】

小学生向けについて
は，要望に応じ対応
していく。
【H28～】

・市内市立３９校
中、２１校で実施。
【H28】

今後、教育委員会等
と調整し、小学生向
けの水害対策教育の
見直しについて検討
していく。【H29
年度～】

中学生を対象とした
防災学習及び教員を
対象とした講話にお
いて、水災害・地震
災害をとりあげてい
る。

・小中学校の総合学
習の中で、防災教育
（地震、風水害）を
実施。【継続実施】

要望に応じて、出前
講座を実施する。

講演会等を通して江
戸川等の水害（昭和
22年のカスリーン
台風）の説明を行っ
ている。

・必要に応じて出前
講座を実施
・市町村の要請によ
り出前講座等を積極
的に行っていく。

必要に応じて、出前
講座を実施

予定なし ・「東京防災」を活
用した啓発支援に取
り組んでいく。
【継続】

河川事務所及び流域
自治体の取組に協力
する。

自治体等の要請によ
り、出前講座等を積
極的に行っていく

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑤日常時から水防災意識の向上を図り、
迅速な避難を実現するための「まるごと
まちごとハザードマップ」の検討、案内
板の整備等

A・E・G
H28年度
から

順次実施

・町内の電柱、学
校、公共施設等に水
深、避難経路などの
表示看板を検討する
予定。【H29～】

・Ｈ２７年度末に市
内３９か所に設置。

現在１７箇所設置済
み。

・カスリーン台風の
時の浸水深が分かる
場所については、電
柱に表示看板が設置
されている。

・市内小中学校、県
立高校、一部公共施
設に指定避難場所の
看板設置
・指定避難場所誘導
看板を20箇所設置
・企業と避難場所誘
導案内付電柱広告に
関する協定を締結し
ており、順次、設置
を拡大している。

避難場所に指定避難
場所であることを表
示する看板や誘導案
内板の設置について
検討していく。
【H30～】

・避難場所に指定避
難場所であることを
表示する看板を設置
している。
・各駅に避難場所案
内看板を設置してい
る。
・避難場所誘導案内
付電柱広告に関する
協定を東京電力グ
ループ及びＮＴＴグ
ループの広告代理事
業者と締結してお
り、電柱に避難場所
案内看板を随時設置
している。

・避難場所に指定避
難場所であることを
表示する看板を設置
している。

・現在、東京電力グ
ループ会社と、電柱
への看板設置に関す
る協定の締結に向け
て調整中。
【H28】

・想定浸水深を表示
する看板は未整備で
あるが、市内150
箇所の電柱に、避難
所誘導看板を設置し
ている。
・避難所誘導看板の
設置箇所を増やす。

・市内小中学校に指
定避難場所の看板設
置
・電柱に避難場所等
の案内広告を設置し
ていく予定。
【H28～】

企業と、避難場所誘
導案内付電柱広告に
関する協定を締結し
ており、順次、設置
を拡大している。

・現在、野田市で整
備は行っていない。
・看板設置の必要性
について、検討をし
ていく。【H28】

避難誘導体制等整備
後、看板や周知につ
いて行っていく予定

今後、避難誘導看板
や水深表示看板の設
置を検討していく。
【H30～】

予定なし ・東京電力グループ
会社と、電柱への看
板設置に関する協定
を締結。【H26】
協定締結後、92本
の電柱に避難場所へ
の案内板を設置済
み。

避難所及び避難場所
に海抜表示を行って
いる。【～H27年
度】

避難所及び避難場所
の誘導看板を電柱等
に設置している。ま
た、海抜も看板等に
併せて表示を行って
いる。

・水害に対する区民
の意識を啓発するた
め、小中学校の校舎
や公園、堤防など区
内174箇所に「水
位標示板」を設置。
・洪水浸水想定区域
の見直し後、公共施
設や電柱を中心に看
板の設置を検討して
いく。【H29～】

・荒川・江戸川につ
いては、洪水標識板
（まるごとまちごと
ハザードマップ）を
区内の電柱に設置し
ている
・浸水想定区域図の
見直しに基づき、現
在設置している看板
のつけかえを検討し
ていく。【H29】

新たな浸水想定区域
図に基づいて、設置
を進めていく。（た
だし、当区にとって
一番大きな被害が想
定される河川の浸水
想定深を表示予定）
【H32】
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑥気象情報発信時の「危険度の色分け」
や「警報級の現象」等の改善

B・J H29年度

気象警報等に関連し
て「危険度を色分け
した時系列」及び
「警報級の可能性」
の提供を開始する計
画

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

⑦要配慮者利用施設や地下施設、大規模
工場における避難訓練の促進

E・G・
I・L

H28年度
から

順次実施

要配慮者利用施設へ
の対応等を考慮した
避難計画の導入の必
要性を検証し、必要
に応じ避難計画を検
討する。【H32】

施設所有者または管
理者による要配慮者
利用施設の避難計画
作成や、避難訓練実
施の推進を検討す
る。【H32】

要配慮者利用施設の
避難訓練について、
福祉担当課と調整
し、訓練の実施支援
を検討していく。
【H29】

福祉担当課と調整
し、要配慮者利用施
設における避難訓練
の支援を検討してい
く。【H32】

要配慮者施設関係課
と連携し、要配慮者
利用施設における訓
練の実施支援を検討
する。【H28～】

・福祉担当課と調整
し、訓練の実施支援
を検討していく。
【H29～】

要配慮者利用施設等
への対応等を考慮し
た避難計画及び避難
訓練の導入の必要性
を検証し、必要に応
じ避難訓練の実施を
検討していく
【H29～】

要配慮者利用施設等
への対応等を考慮し
た避難計画及び避難
訓練の導入の必要性
を検証し、必要に応
じ避難訓練の実施を
検討する【H29～
H32で検討】

福祉担当課と調整
し、要配慮者利用施
設における避難訓練
の支援等を検討して
いく。【H30】

・要配慮者施設関係
課と調整し，要配慮
者利用施設における
避難計画や、避難訓
練の実施支援を検討
していく。

関係課と調整し、要
配慮者利用施設を対
象とした避難訓練等
を検討していく。
【H30～】

・福祉部局と調整し
ていく。【Ｈ29】

・各種施設毎に、水
害を対象とした避難
訓練の実施の検討も
しくは支援の検討を
するとともに、関係
部署と協議を進め
る。【H28～】

予定なし

・福祉担当課と調整
し，要配慮者利用施
設における訓練の実
施支援を検討してい
く。【H28年度
～】

・関係機関等と訓練
の実施について検討
していく。【H29
～】

福祉担当課と調整
し，要配慮者利用施
設における訓練の実
施支援を検討してい
く。【H29～】

要配慮者施設関係課
と連携し、要配慮者
利用施設における訓
練の実施支援を検討
する。【H29～】

地下施設には浸水に
対する注意喚起等の
情報連絡を実施して
いる。

平成２６年度に対象
施設に対して避難計
画策定に関する説明
会を実施した。ま
た、避難計画策定の
ための手引きを作成
し、HPに掲載して
いる。

・地域防災計画に、
洪水のみを対象とし
た要配慮者利用施設
は規定されていない
が、既存の要配慮者
利用施設を今後地域
防災計画へ記載する
ことを検討する。
【H32】
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）－２洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
（２）－２－１水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制の再確認と伝達
訓練等の実施

N
引き続き
実施

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。
・水防団を兼務して
いる消防団へ情報伝
達手段として、トラ
ンシーバーの配備を
予定している。
【H28～】

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。
・今後も、水防団等
への連絡体制の最確
認と伝達訓練等の実
施について、適宜検
討・取組を行う。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。
・今後も、水防団等
への連絡体制の最確
認と伝達訓練等の実
施について、適宜検
討・取組を行う。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・市職員が水防団を
兼務しているため、
毎年度動員体制の確
立と、情報伝達訓練
を実施している。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。
・消防団用のデジタ
ル簡易無線を配備し
ている。

・毎月のパトロール
を行い、伝達の確認
をしている。
・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。
・Ｈ28年度から消
防団用のデジタル簡
易無線機の配備を予
定している。

・八潮消防署から水
防団を兼ねる消防団
に対して情報連絡を
行っている。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・消防団への情報伝
達手段としては、
メールでの情報伝
達、車載デジタル無
線機を用いた情報伝
達手段が確保されて
いる。
・情報伝達訓練とし
ては、毎月１回メー
ルの受信確認、各分
団ごと訓練や災害活
動現場において無線
の取り扱いを実施し
ている。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・情報伝達手段：携
帯電話、メール
・今後も、水防団等
への連絡体制の最確
認と伝達訓練等の実
施について、適宜検
討・取組を行う。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や実施につい
ては、日頃の訓練や
火災現場等で行って
いる。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や訓練実施に
ついては、日ごろの
研修や訓練等で行っ
ている。

・消防団が水防団を
兼務しており、連絡
体制については、火
災出動時と同様に
メールにて実施して
いる。

・消防団が水防団を
兼務しており、伝達
の確認や訓練実施に
ついては、日ごろの
研修や訓練等で行っ
ている。

・今後も、水防団等
への連絡体制の再確
認と伝達訓練等の実
施について、適宜検
討する。

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

②水防団や地域住民が参加する洪水に対
しリスクが高い区間の共同点検等の実施

N・O
引き続き
実施

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に町職
員が参加している。

・H２８年５月３１
日に実施した利根川
右岸堤防危険箇所の
合同巡視に、市職員
及び久喜市消防団幹
部役員が参加した。
・今後も継続して共
同点検を実施する。

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に参加
している。住民につ
いては、自主防災組
織のリーダーや区長
さんに参加をお願い
している。

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の合同巡視に市職
員が参加し、消防団
研修で周知してい
く。【H29～】

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に市職
員が参加している。

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に参加
している。また、県
が実施している重要
水防箇所の共同点検
では、水防団長も参
加している。

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の合同巡視に、水
防団である市職員が
参加している。

・河川事務所、県土
整備事務所、消防
署、市職員のみで巡
視をしている。

重要水防箇所等にお
いて共同点検を実施
を行っている。

市職員による共同点
検を実施している。

地域住民の参加につ
いて検討していく。
【H29～】

今後、共同点検をの
実施について検討す
る。【H32】

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に職員
が参加している。

予定なし

今後、共同点検を実
施について検討す
る。【H29～】

共同点検の実施につ
いて検討していく。
【H29～】

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検は、市
職員が参加してい
る。

共同点検のあり方等
について今後、検討
する。【H29～】

本市では江戸川が直
接通っていないた
め、近隣市との連絡
体制を強化し、情報
を共有する。

今後も国が実施して
いる重要水防箇所等
の共同点検に参加し
ていく。

・国から消防庁へ連
絡し、消防署職員が
参加している。

今後、共同点検を実
施する。

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇所
等の共同点検に参加
している。

・国実施の重要水防
箇所合同点検への参
加
・県管理河川におけ
る重要水防箇所合同
点検の実施

・国が実施する共同
点検に参加。

今後も継続して、国
が実施している重要
水防箇所等の共同点
検に参加する。

河川事務所が実施
し、流域区市町が参
加する共同点検に同
行し、リスクの高い
区間について確認す
る。

重要水防箇所等の共
同点検を実施してい
る。
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具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

③水防団、自主防災組織、消防署等の関
係機関が連携した水防訓練等の実施

O
引き続き
実施

毎年、水防組合によ
る水防訓練を実施。
（６月上旬）
【H28】

・利根川水系連合・
総合水防演習に職員
及び水防団員４５名
参加
・利根川栗橋流域水
防事務組合におい
て、毎年６月に各構
成市町の水防団員を
集めて水防訓練を
行っている。

利根川水系合同水防
訓練に６５名参加し
た。

・利根川水系合同水
防訓練に４３名の水
防団員が参加した。
【H28】

・江戸川水防演習を
実施予定【H31年
度】
・江戸川水防事務組
合（春日部市・三郷
市・吉川市・松伏
町）の水防訓練は、
４年に１度は吉川市
開催のため、水防団
(消防団)及び自主防
災組織、消防署が訓
練を行っている。他
市町で開催の場合は
水防団(消防団)分団
長、消防署等が見学
に行く。

・江戸川水防演習に
参加している。

江戸川水防演習に参
加している。

・江戸川水防事務組
合の水防訓練が、４
年に１度は三郷市開
催のため、水防団が
訓練を行っている。
他市町で開催の場合
は分団長等が見学に
行く。

利根川水系合同水防
訓練に職員が毎年約
２０名と消防団が約
１５名参加してい
る。

市職員が見学してい
る。

毎年１回、国の水防
演習に職員が参加し
ている。

利根川水系連合・総
合水防演習に職員
21名参加

毎年行っている野田
市水防演習に市内の
全消防団が行ってい
る。

・利根川水系合同水
防訓練職員が参加し
た。
・隔年、流山市と組
織する東葛中部地区
連合水防団で訓練を
実施している。

・隔年、松戸市と組
織する東葛中部地区
連合水防団で水防演
習を実施している。

我孫子市と，利根川
の水防対応を主とし
た水防演習を実施し
ている。

・県主催（土木事務
所）の水防訓練へ参
加している。

県主催（土木事務
所）の水防訓練への
参加

・県主催（葛南土木
事務所）の葛南地区
合同水防訓練に参加
し、水防工法技術や
車両撤去の訓練を
行っている。

・消防団及び各水防
関係機関との連携を
強化し、水防態勢の
万全を図る目的で水
防訓練の実施を継続
していく。

利根川水系合同水防
訓練に毎年参加
区の水防訓練も毎年
実施

足立区・消防署合同
総合水防訓練を年１
回実施

・毎年実施されてい
る利根川水防訓練へ
の参加
・県内の水防管理団
体が主催する訓練へ
の参加

・第６５回利根川水
系合同水防訓練への
参加（多数の職員が
参加）
・水防技術講習会の
実施（H28　職員
１９名参加、事務局
６名）
・水防管理団体が行
う水防訓練、講習会
に参加（１２箇所、
職員２３名参加）
・県職員を対象とし
た水防工法練習会の
実施（職員複数名参
加）

・利根川水系連合・
総合水防演習及び水
防管理団体が実施す
る「水防訓練に毎年
参加。

利根川水系連合・総
合水防演習に今後も
引き続き参加する。

協議会関係機関が実
施する訓練に必要に
応じて協力する。

・水防管理団体が行
う訓練に参加する。

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

④水防活動の担い手となる水防協力団体
の募集・指定を促進

O
引き続き
実施

・消防団（水防団）
のポスターを掲示
し、広報誌への主要
な活動を紹介し、団
員募集を行ってい
る。

市ホームページに消
防団のページ掲載、
広報紙やポスターの
掲示や成人式、防災
訓練等のイベント時
に啓発するなど、消
防団員の募集を積極
的に呼び掛けてい
る。

広報紙に掲載やポス
ターの掲示で、募集
を行っている。

・各分団において勧
誘活動を行ってい
る。
・女性団員について
は、広報誌で募集を
行っている。

・消防団（水防団）
のホームページを作
成し、組織や活動内
容について紹介し、
常時団員募集を行っ
ている。

・消防団（水防団）
のホームページを作
成し、組織や活動内
容について紹介し、
常時団員募集を行っ
ている。

市のホームページや
広報誌への掲載、ポ
スターの掲示やイベ
ントでのチラシの配
布、自治会連合会へ
のリーフレットの配
布など、あらゆる機
会をとらえてPR活
動を実施し、広く団
員を募集していく。

・消防団（水防団）
のホームページを作
成し、組織や活動内
容について紹介し、
常時団員募集を行っ
ている。

・消防団（水防団）
のホームページを作
成し、組織や活動内
容について紹介し、
常時団員募集を行っ
ている。
・越谷市独自のリー
フレットを作成、市
内の公共施設や商業
施設等に配布し、消
防団の魅力を発信、
募集活動を行ってい
る。

ホームページや消防
訓練及び火災予防週
間街頭キャンペーン
実施時に募集を行っ
ている。

・ホームページ等で
常時団員募集を行っ
ている。

・消防団の募集につ
いては、ホームペー
ジへの掲載、ポス
ターの配布、イベン
ト会場での広報活動
等を行い、消防団へ
の入団促進を実施し
ている。

市のホームページに
消防団員募集の記事
を掲載、組織や活動
内容について紹介
し、常時団員募集も
行っている。また募
集チラシ、ポスター
を市内の消防所及び
事業所に配布してい
る。

予定なし

　

・ホームページ等で
常時団員募集を行っ
ている。

・消防団のホーム
ページを作成し，随
時，組織や活動内容
について紹介し，市
民への広報活動を
行っている。

・消防団のホーム
ページを作成し、組
織や活動内容につい
て紹介し、常時団員
を募集している。

・消防団（水防団）
のホームページを作
成し、組織や活動内
容について紹介し、
常時団員募集を行っ
ている。

ホームページ及び
フェイスブックにお
いて、消防団の組織
や活動内容について
紹介し、常時団員を
募集している。

・あらゆる機会を捉
え、消防団員の募集
広報活動を行い消防
団員の拡充を図って
いく。

若い世代を将来の地
域防災の担い手とし
て確保するため、大
学等と入団促進活動
を定例化できるよう
協議するとともに、
消防少年団員につい
ても積極的な入団促
進を図っていく。
【H28】

予定なし

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

松
伏
町

春
日
部
市

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

関
東
地
整

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

関
東
地
整

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

気
象
庁

流
山
市

柏
市

市
川
市
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○概ね５年で実施する取組（案）＜江戸川＞ 参考資料－２－②

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

（２）－３一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動及び施設運用強化の取組
（２）－３－１排水活動及び施設運用の強化に関する取組

①氾濫水を迅速に排水するための排水施
設の情報共有および排水手法等の検討、
排水ポンプ車・ポンプ施設の配置計画の
検討

S
H28年度
から

順次実施

・町で管理する排水
機場等はありません
が、氾濫水を排水す
るための資機材の整
備について検討して
いく。
【H３１】

・排水資器材は、ポ
ンプを保有してい
る。
・連絡体制やポンプ
施設の配置計画等は
ない。

・町内には、排水機
場が１箇所ある。
・連絡体制やポンプ
施設の配置計画等は
ない。

・倉松川及び大中落
しへ排水するために
市内各所に排水ポン
プを設置している
・設定水位に達する
と自動運転し、市職
員にメールが届く。

・市内に2つの雨水
ポンプ場があり、市
職員が操作を行う
・設定水位に達する
と自動運転し、運転
に不具合がある場合
は、担当課所属職員
に情報伝達される。

町内には排水機場２
箇所、ポンプ３箇
所、移動式ポンプ２
台により、河川の水
位が高水位となり、
自然排水が困難に
なった場合強制排水
を実施している。
・操作運用マニュア
ルの作成について検
討していく。
【H29～】

市で管理する各ポン
プ場、排水機場の運
転操作マニュアルを
作成し、均一な運転
管理に努めている
・マニュアルの充実
に努めていく【H２
８～】

・市内の河川（大場
川）排水機場の操作
について、埼玉県よ
り委託されており、
操作規則によって洪
水時の操作方法は規
定されている。
・市内各所の排水ポ
ンプ施設については
市職員が操作・運用
している。

・排水施設について
は、操作規則等で運
用している。
・市内には多くの排
水施設があり、これ
らを活用し、迅速に
氾濫水を排水できる
よう、排水計画を検
討していく。
【H32】

・排水施設について
は、操作規則等で運
用している。
・連絡体制について
検討していく。
【H29～】
・排水ポンプ車の配
置計画を検討中。

・市所管の一部排水
施設の操作運用マ
ニュアルについて内
容の見直しを図って
いく。【H28～】

予定なし ・国交省から委託さ
れている樋管の操作
方法は操作規則によ
り規定されている。
【実施中】
・千葉県から委託さ
れている排水機場の
運転方法は運転規則
により規定されてい
る。【実施中】
・国・県その他関係
機関との連絡体制を
強化する。【Ｈ２
８】

予定なし

・排水施設：流山排
水機場、排水資器
材：投げ込み式ポン
プ２基
必要に応じて氾濫水
を迅速に排水するた
めの検討に取り組む
【H29～】

・宮本樋管，城の越
樋管操作要領により
操作・運用の取り決
めを行なっている。
・氾濫に対する危機
管理について検討し
ていく。【H28
～】

・市内29ヶ所に排
水機場があり、操作
管理者は県より、委
託されている。
・連絡体制等につい
て必要に応じて検討
していく。【H29
～】

・水門・排水機場の
操作について、千葉
県より委託されてお
り、操作規定によっ
て洪水時の操作方法
は規定されている。

・排水計画はない。 ・区は都下水道局の
排水施設及び大規模
水害時は国の排水ポ
ンプ車に頼ってい
る。

東京都と連絡体制を
確保している。

予定なし ・作成に必要な情報
の提供

・国と県で、排水機
場に万一トラブルが
発生した場合に相互
協力して排水機場を
運転する協定を結び
危機管理体制を強化
している。

計画作成に必要な情
報を提供する。

計画作成に必要な情
報を提供する。

排水施設の情報共有
及び連絡体制を確保
する【H28～】

具体的な取組の柱

事　　項

具体的取組

②排水計画（案）に基づく排水訓練の実
施

S
H28年度
から

順次実施

・氾濫水を排水する
ため排水機材の操作
訓練を検討してい
く。
【H32】

予定なし ・担当課と排水訓練
の実施を検討してい
く。【H29】

・毎年大雨時に排水
活動を実践すること
により、排水作業の
習得を行っている。

・台風や突発出来な
豪雨の際に排水活動
を実践することによ
り、排水作業の習得
を行っている。

・町内の排水施設の
操作研修を実施して
いる。

・排水施設の操作マ
ニュアルに基づく訓
練を実施する。

排水基本計画の策定
後、必要に応じて排
水訓練の実施につい
て検討する。
【H29～H32で検
討】

・適切な排水が出来
るよう、月１回の排
水施設の点検をかね
た操作研修を実施し
ている。

・排水訓練の実施に
ついて検討してい
く。【H29～】

・排水施設の操作マ
ニュアルに基づく訓
練の実施を検討して
いく。【H28～】

予定なし ・排水訓練の実施に
ついて計画内容をふ
まえて、今後検討す
る。【Ｈ２８】

予定なし

必要に応じて排水訓
練の実施について検
討する。【H32】

樋管操作訓練などで
対応していく。

・必要に応じて検
討。【H29～】

排水訓練の実施方法
等、今後。検討す
る。
【H29年度～】

・本市では江戸川が
直接通っていないた
め、近隣市の状況を
確認した上で、今後
の方針を検討する。
【H29～】

区は都下水道局の排
水施設及び大規模水
害時は国の排水ポン
プ車に頼っている。

水害時の排水につい
ては、都下水道局の
排水施設及び大規模
水害時は国の排水ポ
ンプ車が行う。

予定なし ・関係自治体が実施
する訓練への参加

・必要に応じて実施
について検討。

・関係自治体が実施
する訓練への参加

予定なし 大規模水害を想定し
た排水訓練の実施を
検討していく。

幸
手
市

吉
川
市

松
伏
町

春
日
部
市

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

八
潮
市

草
加
市

さ
い
た
ま

市
野
田
市

松
戸
市

三
郷
市

越
谷
市

東
京
都

気
象
庁

課題 目標時期

実施する機関

五
霞
町

久
喜
市

杉
戸
町

幸
手
市

吉
川
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
県

千
葉
県

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

関
東
地
整

流
山
市

柏
市

市
川
市

浦
安
市

船
橋
市

江
戸
川
区

葛
飾
区

松
伏
町

春
日
部
市

足
立
区

茨
城
県

埼
玉
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葉
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松
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草
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市
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